
号

外�
平

成
二
十
七
年

四

月

一

日

目

次

規

則

○
ぎ
ふ
少
子
化
対
策
県
民
連
携
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

子
育
て
支
援
課)

一
ペ
ー
ジ

公

示

○
平
成
二
十
七
年
岐
阜
県
保
育
士
試
験
の
実
施

(

子
育
て
支
援
課)

一

規

則

ぎ
ふ
少
子
化
対
策
県
民
連
携
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
六
十
号

ぎ
ふ
少
子
化
対
策
県
民
連
携
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

ぎ
ふ
少
子
化
対
策
県
民
連
携
会
議
規
則(

平
成
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
三
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
中｢

子
ど
も
・
女
性
政
策
課｣

を｢

子
育
て
支
援
課｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

示

○
平
成
二
十
七
年
岐
阜
県
保
育
士
試
験
の
実
施

児
童
福
祉
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
十
八
条
の
八
の

規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
七
年
岐
阜
県
保
育
士
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
の
で
、
岐
阜
県
児
童

福
祉
法
施
行
細
則(
昭
和
四
十
七
年
岐
阜
県
規
則
第
十
七
号)

第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
は
、
法
第
十
八
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
試
験
機
関

に
指
定
し
た
一
般
社
団
法
人
全
国
保
育
士
養
成
協
議
会
が
行
い
ま
す
。

( ) 平成27年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日



八
月
九
日

(

日)

時
間

期
日

八
月
八
日

(

土)

時
間

期
日

保
育
の
心
理
学

午
前
九
時
三
十

分
か
ら

午
前
十
時
三
十

分
ま
で

保
育
原
理

午
前
九
時
三
十

分
か
ら

午
前
十
時
三
十

分
ま
で

子
ど
も
の
保
健

午
前
十
一
時
か

ら正
午
ま
で

教
育
原
理

午
前
十
一
時
か

ら午
前
十
一
時
三

十
分
ま
で

子
ど
も
の
食
と

栄
養

午
後
一
時
か
ら

午
後
二
時
ま
で

社
会
的
養
護

正
午
か
ら

午
後
十
二
時
三

十
分
ま
で

保
育
実
習
理
論

午
後
二
時
三
十

分
か
ら

午
後
三
時
三
十

分
ま
で

児
童
家
庭
福
祉

午
後
一
時
三
十

分
か
ら

午
後
二
時
三
十

分
ま
で

社
会
福
祉

午
後
三
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

試
験
日
程
及
び
会
場

１

筆
記
試
験

平
成
二
十
七
年
八
月
八
日(

土)

及
び
同
月
九
日(

日)

２

実
技
試
験

筆
記
試
験
全
科
目
合
格
者
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
七
年
十
月
十
八
日(

日)

実
施

３

試
験
会
場

大
垣
女
子
短
期
大
学

大
垣
市
西
之
川
町
一
―
一
〇
九

二

申
請
受
付
期
間

１

受
験
申
請
受
付
期
間

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日(

水)

か
ら
同
年
五
月
七
日(

木)

ま
で

２

試
験
全
部
免
除
基
準
に
よ
る
申
請
受
付
期
間

幼
稚
園
教
諭
免
許
状
所
有
者
の
う
ち
、
保
育
士
試
験
の
全
科
目
が
免
除
と
な
る
者
に
限
り
、
二
１

の
期
間
に
加
え
、
次
の
期
間
も
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

平
成
二
十
七
年
十
月
一
日(

木)

か
ら
同
月
二
十
八
日(

水)

ま
で

三

申
請
受
付
場
所

受
験
申
請
書
と
一
緒
に
配
布
す
る
封
筒
に
よ
り
、
一
般
社
団
法
人
全
国
保
育
士
養
成
協
議
会
保
育

士
試
験
事
務
セ
ン
タ
ー
ま
で
、
簡
易
書
留
で
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
受
験
申
請
に
つ
い
て
は
、
五
月
七
日(

木)
(

二
２
の
期
間
中
に
受
験
申
請
す
る
場
合
は
、

十
月
二
十
八
日(

水))

ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
ま
す
。

四

受
験
手
数
料
等

受
験
手
数
料
等
の
納
入
方
法
は
、
保
育
士
試
験
の
手
引
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

１

受
験
手
数
料

一
二
、
九
〇
五
円(

受
験
料
一
二
、
七
〇
〇
円
及
び
受
験
の
手
引
郵
送
料
二
〇
五
円)

２

試
験
全
部
免
除
審
査
手
数
料

二
、
六
〇
五
円(

審
査
料
二
、
四
〇
〇
円
及
び
受
験
の
手
引
郵
送
料
二
〇
五
円)

五

合
格
発
表
等

合
格
者
の
発
表
は
、
一
般
社
団
法
人
全
国
保
育
士
養
成
協
議
会
保
育
士
試
験
事
務
セ
ン
タ
ー
よ
り

受
験
者
全
員
に
通
知
書
を
郵
送
す
る
こ
と
に
よ
り
行
い
ま
す
。

な
お
、
合
格
者
に
は｢

保
育
士
試
験
合
格
通
知
書｣

を
、
一
部
科
目
合
格
者
に
は｢

保
育
士
試
験

一
部
科
目
合
格
通
知
書｣

を
送
付
し
ま
す
。

六

試
験
問
題
の
公
開

平
成
二
十
二
年
か
ら
平
成
二
十
六
年
ま
で
の
岐
阜
県
保
育
士
試
験
問
題
に
つ
い
て
は
、
情
報
公
開

総
合
窓
口(

岐
阜
県
庁
二
階

電
話

〇
五
八
―
二
七
二
―
一
一
三
八)

に
お
い
て
公
開
し
て
い
ま

す
。

七

そ
の
他

１

保
育
士
試
験
の
手
引
及
び
受
験
申
請
書
の
配
布
方
法
並
び
に
受
付
・
配
布
時
期
及
び
請
求
方
法

一�
配
布
方
法

郵
送
配
布

二�
受
付
・
配
布
時
期
及
び
請
求
方
法

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日(

水)

か
ら
受
付
と
配
布
を
開
始
し
ま
す
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
又
は
郵
送
に
て
、
ご
請
求
く
だ
さ
い
。
郵
送
で
の
請
求
の
場
合
は
、
宛
先

明
記
の
角
型
二
号
返
信
用
封
筒
を
同
封
の
う
え
、
封
筒
の
表
に｢

手
引
請
求｣

と
朱
書
き
し
、

次
の
宛
先
ま
で
郵
送
で
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
申
請
受
付
期
間
に
間
に
合
う
よ
う
、
四
月
二
十
四
日(

金)

ま
で
に
手
引
を
請
求
し

て
く
だ
さ
い
。

住
所

〒
一
七
一
―
八
五
三
六

東
京
都
豊
島
区
高
田
三
―
一
九
―
一
〇

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成27年４月１日 ( )２



名
称

一
般
社
団
法
人
全
国
保
育
士
養
成
協
議
会

保
育
士
試
験
事
務
セ
ン
タ
ー

２

連
絡
先(

問
合
せ
先)

一
般
社
団
法
人
全
国
保
育
士
養
成
協
議
会

保
育
士
試
験
事
務
セ
ン
タ
ー

電
話

〇
一
二
〇
―
四
一
九
四
―
八
二

( ) 平成27年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３
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平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


